
農業者年金の保険料は『全額が社会保険料控除の対象』です。

＜納付した保険料の確認＞
◇ 本年中に納付した保険料額は、保険料引落口座の通帳を記帳することで確認して
ください。毎月23日（金融機関の休日の場合は翌営業日）が振替日です。

◇ ＪＡの農業者年金窓口において、１月下旬頃から保険料額を確認することができ
ます。

◇ 農業委員会・ＪＡにおいて、農業者年金保険料納付額の資料を印刷することもで
きます。
※印刷につきましては、対応できない場合もありますので、事前に印刷の可否を

農業委員会・ＪＡにお問合せください。
※印刷した資料は、公的な証明書ではありませんので、ご留意願います。

＜確定申告の際の保険料支払証明書の取扱い＞
◇ 納付した農業者年金保険料を確定申告する際、保険料支払証明書の添付は必要あ
りません。
◇ 確定申告書に保険料額を記入するだけで、申告することができます。

《所得税法第120条第3項第1号、所得税法施行令第262条第1項第2号》

お問合せ先
独立行政法人 農業者年金基金

業務部 適用・収納課 ℡ 03-3502-3944, 3946
専門相談員 ℡ 03-3502-3199

農業者年金保険料の確定申告について

◎ 納付した農業者年金保険料を社会保険料控除の対象として確定申告することに
より、所得税と住民税が軽減されます。

◎ 生計を一にする配偶者、その他の親族の保険料を負担した場合も控除の対象と
なります。

◎ 前納納付（12月振替）により保険料を納付された方は、「納付年」または
「納付年の翌年」のどちらかの年を選択して確定申告することができます。

本年12月23日（金融機関の休日の場合は翌営業日）に前納納付した場合
① 本年中の支払分として、納付した翌年の確定申告
② 翌年分保険料の支払いとして、納付した翌々年の確定申告

①、②のどちらかを選べます。
《国税庁所得税基本通達74》
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